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コラム 

「埋蔵文化財行政における保存と活用」第３回 

埋蔵文化財保護行政は、埋蔵文化財の「把握・周知」、「調整」、「保存」、「活用」の４つの段階をバラ

ンス良くおこなうことが必要です。市町村の埋蔵文化財専門職員は、開発事業との調整や発掘調査に追

われながらも、地域に根ざした視点からの調査研究を行い、その成果の公開・普及に努めています。 

今回も県内の市町村教育委員会が取り組んでいる「埋蔵文化財行政の保存と活用」について、南部町

の事例を取り上げ、紹介します。 

 

事例４ 南部町の埋蔵文化財の調査と保存・活用について 

永井 治（南部町教育委員会） 

 

１．南部町の概要 

青森県三戸郡南部町（なんぶちょう）は、青森県の南東部に位置し、五戸町・八戸市・二戸市（岩手

県）・三戸町に、隣接した青森県内でも有名な歴史と伝統の豊かさを誇る町です。 

町の中央を流れる馬淵川の沿岸部は帯状に平野部が広がり、豊かな田園風景が広がる肥沃な土壌とな

っています。また、山頂で三戸町と境を接する県南地方のシンボル標高６１５ｍの、霊峰「名久井岳」

が聳え、自然にも恵まれています。 

平成18 年1 月1 日に、福地村・名川町・南部町が合併し町名に南部の名を冠した、新「南部町」が

誕生しました。 

 

 

青森県埋蔵文化財調査センター・青森県公立発掘調査機関連絡協議会 

Ｎｏ．００９ (２０１１．０８．２５) 
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人口２０，７１９人、世帯 ７，４９２世帯（平成２

３年５月現在）、面積１５３．２１k ㎡と三戸郡下に、

その町勢を誇ります。 

 

２．南部町の埋蔵文化財 

馬淵川という大河の豊穣な恩恵と、氾濫という脅威を

背景に人々は脈々と生活を営み、その痕跡を遺跡として

私たちに伝えています。 

南部町内には平成２２年度現在で、縄文時代の始め頃か

ら、近世にかけての遺跡が、１４９箇所確認されていま

す。 

遺跡の所在する地域は、自然災害等が比較的稀有な地

域であることが、地形の変遷等から推測できます。遺跡

の多くは、馬淵川の河岸段丘上に所在し、繰り返される河川の氾濫を避けています。 

 

３．南部町の歴史的背景 

縄文時代早期から人々が、馬淵川の恩恵を受けて、この地で生活していました。こうした町の長い歴

史を語る中で、中世（室町・鎌倉時代）という時代は南部町にとって非常に重要な時代で、現在の原点

とも言えます。 

初期の奥州南部氏の時代は、南部町を中心に糠部〈ぬかのぶ〉地方が、最も繁栄した時代です。南部

町の歴史は、南部氏と深く関っています。 

 南部氏は清和天皇を始めとする、清和源氏の流れに属する新羅三郎義光から始まる甲斐源氏の一族で

す。南部氏の初代南部光行は、甲斐の国、巨摩郡南部郷現在の山梨県南巨摩郡南部町を、所領としてい

た父遠光からを譲られ南部を名乗りました。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文治5 年(1189)光行は、源頼朝による奥州平泉討伐の際、頼朝の中央軍に父遠光と一緒に参戦しまし

た。頼朝軍は福島・宮城の県境に近い阿津賀志山(福島県伊達郡国見町厚樫山)において国衡を大将とす

る、平泉軍2 万と8 月7 日から10 日にわたる激戦の末、勝利を得ています。 

この戦いの功績により、糠部を拝領した光行は、建久２年(1191)家臣 73 名と共に船 6 艘に分乗して

由比ヶ浜を出港、12 月28 日八戸に到着し馬淵川を遡って町内の相内観音堂に到着しました。翌、建久

3 年(1192)沖田面に平良ヶ崎城を築城(同年 9 月に竣工)しました。その後町内各所に城を築いて、南部

町を中心に糠部を統治して中世三戸南部氏の基礎を築いたと言われています。南部氏は、明治に亘るま

での長い年月青森県岩手県に跨る広大な領地を支配して来ました。 

光行入部の頃の糠部 16世紀末の南部領 
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南部町は糠部に於ける『南部藩発祥の地』と言われています。 

三八地方を、県南と言いますが地理的に青森県の南という意味で捉えられがちですが、南部町内では

旧南部藩領であることから、県南と呼ぶという説があります。郷土史的背景から、こちらの方が的を得

ている気がします。 

 

 

 

 

 

 

 

４．発掘調査 

 南部町内では、これまで数多くの遺跡で発掘調査が行われてきました。 

町が主体となった発掘調査は、相内館跡昭和６３年・聖寿寺館跡平成５年から現在・平良ヶ崎城跡平成

１７年から１９年、２１年２２年・住谷野跡平成６年で何れも、南部氏関連した遺跡でした。 

史跡聖寿寺館跡は、その中でも別格で保存と活用を目的に、平成５年から継続的・計画的に調査が行

われてきました。 

以後この聖寿寺館跡関連を中心に現在までの、取組を述べたいと思います。 

 

５．史跡『聖寿寺館跡』 

 南部町は、南部氏に関連する歴史的文化遺産を数多く保有しています。 

主なものに、国指定重要文化財「南部利康霊屋」・県史跡「南部信直夫妻墓所」・県重宝「南部利直霊屋」

等があります。 

 また、城館群は、そのほとんどが南部氏に関連していると考えられています。その数は、現在２９箇

所が確認されています。 

 

南部氏本宗家の城館「史跡聖寿寺館跡」 

「堀と天然の要害によって区画された堅固な聖寿寺館跡、この城館を中心に広大な糠部を治め

た。現在も往時の姿を伝えている。」 
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南部町内城館図 
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 聖寿寺館跡は、保存状態も比較的良好な素晴らしい城館跡ですが、謎も多い城館跡です。 南部氏本

宗家の城館とされているにも関わらず、創建期等を著す文献資料や詳しい縄張り図がほとんど残ってい

ません。 

 その理由は、１５３９年（天文８年）６月１４日、南部氏本宗家２４代晴政の時代に家臣の厩役人赤

沼備中による、城館の放火事件によります。 

原因は、近習頭奥瀬安芸との間に起こった所領争いと言われています。晴政は、領内きっての美人と

云われた赤沼備中の妻をときどき酒宴に侍らせたので怒った備中は、主君に弓を引いたとも言われてい

ます。 

城館は焼失し、南部家の代々伝わる家宝や記録をも失ってしまします。 

 

６．調査に至る経緯 

 聖寿寺館跡の発掘調査は、南部町に於ける本格的な埋蔵文化財の大規模な調査の始りでした。それは、

正に埋蔵文化財の保存と活用の第一歩でした。 

南部氏本宗家の発祥の地と言われながら、伝承の域をでない郷土の歴史に憂いを抱いていたのは、歴

史研究者や郷土研究者に先達だけではありませんでした。『オラホは、殿様が居た町だ』と郷土の歴史

に誇りを持っている地域の人々の後押しもあり、時の南部町長谷内政美氏が英断を下したのは平成５年

でした。 

 失った、中世南部氏の歴史を解明して後世に正しく町史を伝えるとこが、南部町の責務である。その

為には、文献資料が著しく尐ない歴史解明の方法として、城館跡の考古学的な発掘調査によることが唯

一の手段であり賢明な手段でした。 

 

７．保存・活用 

史跡聖寿寺館跡の発掘調査の目的の一つは国指定の史跡にすることでした。発掘調査の成果を基にし

た、南部氏関連整備検討委員会と関係者の努力が実って平成１６年９月３０日に国指定史跡「聖寿寺館

跡」となりました。 

また、平成１７年度に、文化庁・青森県教育委員会・南部町教育委員会により作成した「国指定史跡

聖寿寺館跡 保存管理計画書」主旨は、概ね次のようになります。北東北に雄を馳せた中世武士集団で

ある、南部氏本宗家の中世から戦国期の中心的居館であった史跡聖寿寺館跡を、適切に保存管理を行い

積極的に文化財としての価値を高め地域住民がより親しみ活用できる場として、最終的には史跡公園と

して整備していこうというものです。 

こうした活動は、国・県の文化財保護行政諸機関と積極的に意見交換しながら進めることは、言うま

でもありませんが地域住民の意見を反映し調和のとれたものにしなければなりません。現在は、町民に

対して史跡聖寿寺館跡を含めた埋蔵文化財を含めた文化財保護の重要性をアピールするための活動を

実施して居ります。文化財を身近に感じ親しんでもらうため、以下の事業を展開しております。 

○小学生による体験発掘＝史跡聖寿寺館跡の発掘調査を行っています。 

○小 学 校 へ の 出 前 授 業＝教科書では、教えない郷土の歴史を主に縄文時代から南部氏の時代を中

心に本物の土器や石器等の出土遺物に触れながら行っています。 

○小学生による歴史探究＝南部町内を通っている奥州街道を歩き、周辺の文化財や自然の観察を行

っています。 

以上は、小学校６年生を対象としていて、どの学校も６年生になったら必ず行う科目、として定着し

ています。 

また、一般町民を対象とした、体験発掘・街道ウォーク・文化財めぐり・歴史講座も行っています。 

こうした参加型の啓蒙活動のほかに、マスコミを通じた報道も積極的に取り入れています。 

また、その外の関連機関とも協力しあって行う場合もあります。 
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南部町には、「達者村」というのがあります。この達者村の構想は、埋蔵文化財の活用に非常に効果

的と考えられます。 
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南部町がおこなっている事例を紹介しましたが、決して最良ものとは考えておりません。どこの市町

村でも同じような事業を企画し実行しています。 

その情報等と町の独自性を加味して、試行錯誤の結果ようやくたどり着いた形ですが、まだまだ改良

して地域住民のために、日々努力しなければと考え埋蔵文化財保護行政の複雑さと難しさを痛感してお

ります。他市町村でのより良い事例等がありましたら、ご教示をよろしくお願いいたします。 

 

 

研修会情報 

文化庁文化財部記念物課整備部門での研修について 

岩井浩介（弘前市教育委員会文化財保護課） 

 

１．はじめに 

 平成22 年度より弘前市（以下、「市」という。）では文部科学省教育行政実務研修として、文化庁へ

の研修生派遣を開始、筆者は初年度となる昨年度に派遣され、1 年間、文化庁文化財部記念物課の研修

生として、全国の史跡名勝天然記念物（以下、「史跡等」という）の保存と活用に関する専門的な指導・

助言を行う整備部門に所属し、研修させていただいた。 

本稿では研修の概要について報告するとともに、わずか1 年間ではあるが、本研修を通じて学んだこ

と、感じたことについてまとめてみたい。 

 

出前授業・縄文原体で模様付けを体験 体験発掘・井戸跡の調査 
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２．記念物課について 

 筆者の所属した記念物課は、主に、史跡等、文化的景観、埋蔵文化財（以下、「記念物等」という。）

の保護、平城宮跡等の整備、世界文化遺産の保護等に関する業務を取り扱っており、各業務に応じて部

門・室・係に分けられている。部門では史跡部門、名勝部門、天然記念物部門、整備部門、埋蔵文化財

部門、文化的景観部門の６部門があり、各部門に２～５名の文化財調査官・文部科学技官が所属する。

その他、世界文化遺産関連の業務を所管する世界文化遺産室、記念物等の指定・選定及び現状変更に関

する業務を所管する調査係、国会等の各種質問対応・懸案事頄の調整等を行う企画調整係、国庫補助金

等予算の取りまとめ及び平城宮跡等の文化庁直轄事業に関する業務を所管する宮跡管理係（現管理係）

が存在する。全国各地から派遣されている研修生（平成22 年度は７名）は基本的に室・係に所属して

おり、部門に所属する研修生は筆者１人であった。 

 なお、名勝・整備・文化的景観部門については、名勝部門が整備・文化的景観部門の母胎となったと

いう歴史的経緯とともに、主に「景観」を保護する部門であるということから、毎週月曜のミーティン

グを始め、文化財分科会第三専門調査会名勝・文化的景観委員会への出席等、一つのチームとして動く

ことが多い。 

 

３．研修の概要 

 研修については、大きく（１）国庫補助金事務に関すること、（２）各種協議・会議・委員会への参

加、（３）「城跡等の石垣修理技術等の発展・継承のための検討会」に関すること等がある。 

 

（１）国庫補助金事務に関すること 

 整備部門が所管する国庫補助金（史跡等整備補助金）による補助事業（以下、「補助事業」という。）

は、平成22 年度においては、史跡等の保存と活用を図ることを目的とする「史跡等・登録記念物・歴

史の道保存整備事業」と、各地域の中核・拠点となり得る史跡等について多様な整備と積極的な活用を

図ることを目的とする「史跡等総合整備活用推進事業」の２つの事業よりなる。この両事業で年間300

件を超える整備事業が、全国各地の史跡等で実施されているが、基本的にはこれらの事業を整備部門に

所属する２名の調査官が所管することとなる。なお、指定される史跡等が年々増加する中、補助事業に

よる整備が実施されていなくても、事業化を目指した整備基本計画等を策定中の史跡等も多数存在して

おり、それらに対する指導・助言等の業務も重なり、調査官は極めて多忙な日々を過ごしている。 

 筆者は研修の一環として、上記補助事業に関する事務補助に携わることとなり、補助事業の交付申請

書・計画変更申請書・実績報告書等の各種書類の事前確認、補助金ヒアリング資料の取りまとめ等を行

った。 

なお、「史跡等総合整備活用推進事業」については平成 22 年度で廃止されているが、事業の基本的

な内容は、平成23 年度より開始された「文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」の一環とし

て実施される「史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業」に継承されている。この新規事業の開始に当たり、

補助要頄の策定協議等、国庫補助金の始動に関するプロセスに多尐なりとも関われたことは、筆者にと

っても大きな経験となった。 

 

（２）各種協議・会議・委員会への参加 

 調査官に史跡等整備に関する指導・助言を頂く際、主に調査官を現地に招へいする場合と、文化庁に

て協議する場合の二つのケースがある。前頄の通り、調査官は日々過密なスケジュールをこなされてお

り、現地での指導・助言を得る場合には事前調整が欠かせないことから、文化庁を直接訪れ協議を行う

事業者も多い。筆者はこの協議のうちの約60 件に同席し、全国各地の史跡等の整備状況等について学

ばせて頂いた。史跡等はそのものの価値もさることながら、指定に至る経緯や、現在その周囲をとりま

く社会的環境等、その置かれている環境は極めて多様であり、それに伴い整備の方法も自ずと多様なも

のとなる。協議の内容では整備の考え方、個別の整備工法等で参考となることも多々あったが、協議の

場に参加すればするほど、結局は各史跡等にふさわしい整備とは、各史跡等で考えていくしかない、と

いう極めて初歩的な考えに改めて至ったように思う。 

 なお、関東圏のいくつかの史跡等については、調査官の現地指導にも参加させて頂いた。その際、各
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自治体の担当者に実際の整備状況を解説頂き、整備の現場での具体的な課題等について確認できたこと

は大変参考となった。 

 そのほか、文化財分科会第三専門調査会、全国遺跡環境整備会議、全国文化的景観地区連絡協議会等

の各種委員会・会議等への出席は、一つ一つが貴重な経験となった。 

 

 

 

 

 

（３）「城跡等の石垣修理技術等の発展・継承のための検討会」（以下、「検討会」という。）に関する

こと 

 城郭等の石垣の修理・整備・調査に携わる地方公共団体職員間における研究協議・情報交換を目的と

して、平成16 年１月22 日に設置された「全国城郭等石垣整備調査研究会」（以下、「研究会」という。）

では、毎年、文化庁と地元自治体共催の大会を全国各地で開催している。この研究会での議論の成果を

まとめることを目的として平成 18 年 12 月に検討会が設置された。検討会では平成 20 年 1 月に、「城

郭等石垣修理手引書」（以下、「手引書」という。）の作成等を求める報告書案を起草、研究会にて本報

告書が採択されたことから、平成21 年度より手引書の作成作業が開始されている。整備部門は検討会

の事務局となっており、筆者も検討会開催に係る事務補助、手引書の作成に係る資料取りまとめ等に携

わることとなった。 

石垣は近代以前では国内最大級の土木

構造物であり、その修理事業の推進にあた

っては、事前調査、工法等の検討、関係機

関との調整、工事現場の監理、各種事務手

続等、極めて膨大・多岐にわたる業務を実

施する必要がある。市においても現在、弘

前城跡本丸石垣修理事業が本格化しつつ

あるが、研修以前、筆者はその事業の総体

が中々把握できない状態であった。しかし、

この手引書の作成事務に携わったことで、

未だ漠然としているものの、ようやく修理

事業の輪郭をつかむことができた様に思

われる。また、研究会及び検討会において、

石垣修理における全国のトップクラスの研

究者や担当者から様々なご教示をいただけ

たことも大変貴重な経験となった。 

 

全国遺跡環境整備会議福島大会 

史跡慧日寺跡（磐梯町）見学風景 
特別史跡登呂遺跡 現地指導風景 

全国城郭等石垣整備調査研究会鳥取大会 

現地見学風景 



9 

 

４．まとめにかえて 

文化庁での研修をまもなく終えようとしていた３月11 日、筆者は職場にて東日本大震災を経験した。

当日は首都圏も大きな影響を受け、筆者が帰宅できたのは日付が変わってからであった。その後、被災

地の状況が新聞・テレビ等で報道され、多くの尊い命とともに見慣れた東北の風景が失われたことに対

する大きな衝撃と、日常に戻った東京のにぎわいとの間の隔たりの大きさに、とまどいを覚えたことを

記憶している。 

今思えば、長らく「地方」の疲弊が叫ばれている中、歴史や文化がその地域のコミュニティやアイデ

ンティティを形成する核となりうるのか、そして、その核を継承しつつも、一つの起爆剤として、その

「地域」の継続・発展へとつなげることはできるのか、そんなことなどを漠然と思いながら研修に携わ

っていたような気がする。しかし、その核となるべき記念物等の文化財が、その「場」に「人」がいて

こそ、そもそもの価値付けや保存への機運、現代での活用、次世代への継承が図られるものだとすれば、

その「人」と「場」が失われそうな時、文化財保護行政とはどのような役割を担えば、その核を次の世

代へと渡すことができるのだろうか。当然ながら、筆者の能力では、その解への糸口にすら及ぶもので

もない。しかし、尐なくとも筆者には、史跡や建造物が醸し出す歴史性や、天然記念物の存在が端的に

示す自然の豊かさ、それらの環境に支えられた文化的景観のような地域独特の風景の存在は、長い目で

見ればその地域にとって、マイナスの要因となることは決して無いように思われてならない。そしてそ

れは、今回の様な未曾有の震災においても、その後の復興においても揺るがない核となりうるものだと

思われる。 

 筆者の勝手な思いこみかも知れないが、文化庁において文化財保護の最前線にいる各文化財調査官は、

その様な文化財に対する思いを揺るがせることなく、震災前でも震災後においても、激務に携わってい

るように見受けられた。更に勝手な思いこみを重ねれば、史跡等の整備とは、その核を次世代へと渡し

やすくする、小さな「手助け」なのだろうと思う。今後、被災地での復興がどのような形で進むのか筆

者には容易に想像し得ないが、まずは眼前の文化財をしっかりと保護し、次世代へと渡せるように、筆

者なりに努めて参りたい。 

研修中においては、文化庁文化財部記念物課の各文化財調査官を始め、課室の方々には、多くのご配

慮と様々なご教示を賜った。記して感謝申し上げたい。特に、整備部門の内田調査官、市原調査官には、

筆者の浅薄な知識に基づく、取るに足らない疑問等にも、丁寧に指導・助言いただいた。今後、この経

験をいささかなりとも、市における文化財の保護へと還元できるよう、努力していきたい。 

 

 

 

埋文ギャラリー(資料紹介) No.7 

「仕切りのある土器」 

白鳥文雄（青森県埋蔵文化財調査センター） 

 

縄文時代の土器には、いろいろな形のものがありますが、器形のバリエーションが豊富になるのは、

概ね、縄文時代中期からです。 

 それまでは、煮炊き用・貯蔵用としての機能本位のもので、深鉢型のものがほとんどを占めていまし

た。 

 特に、本県を中心とした円筒土器文化圏における縄文時代前期後半期の円筒土器下層式の土器は、、

その名称のとおり円筒形の「土管」に近い形を特徴としていて、器形の多様性はほとんど見られません

でした。 

 このような円筒土器下層式期において、内部に「仕切り」をもった非常に特殊な土器が存在します。 

 今回はセンターで所蔵するこの土器について紹介します。 

 

出土例 

青森県内では、下記の３遺跡の４点の出土が知られています。 
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円筒土器は、大量に生産されていることが分かっていますので、仕切りをもった土器がいかに尐なく、

特殊なものであるかが理解できます。 

① 弘前市尾上山(3)遺跡 第6 号土坑出土 ミニチュア土器（高さ9 ㎝） 

② 五戸町（旧倉石村）西張平遺跡 捨て場出土 （高さ32 ㎝） 

③ 同 （高さ29 ㎝） 

④ 七戸町矢倉遺跡 捨て場出土 （高さ18.1 ㎝）  

 

構 造 

土器を上からのぞくと、ほぼ楕円形を呈していますが、底部はヒョウタン形になっています。土器の

内部の中央に板状にのばした粘土（粘土板）によって仕切りが設けられています。仕切りの粘土板は、

扁平で非常に均一に整形されています。 

 

 

 

①尾上山(3)遺跡 

②西張平遺跡 
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製作方法 

 土器の構造、特に底部の形状から見て、これらの土器は次の手項で、2 個の土器をあわせて作られた

ものと考えられます。①同型の2 個の土器を作る。②生乾きの状態で合わせる部分を共に切り取る。③

合体・接合させる。④合わせ目に粘土板を接合し、仕切とする。 

 

用途と土器の持つ意味 

  

 土器外部に被熱の跡もないことから、煮炊きに使用されたものではないようです。 

 尾上山(3)遺跡出土のものはフラスコ状の土坑墓から出土しています。この土坑からは横置きにされ

た完形土器がほぼ壁を一巡する状態で発見されていますが、仕切り付き土器は大きく破損して出土して

います。 

 また、西張平遺跡出土のものも、復元可能土器が多い中で、大きく破損し欠失部が多いという特徴が

あります。 

 この土器は何らかの理由で破壊してから「埋める」「捨てる」という性格のものなのでしょうか。 

 また、「仕切り」という言葉が妥当なのかもよく分かりません。一つの土器の中をわざわざ「区分け」

して何を入れたのでしょうか。 

一方で、「合わせる」という行為がより意味を持ったものなのでしょうか。 

いずれにしても、二つのものを一緒にしようという意志の元、これらの土器は作られたものと考えられ

ます。 

 

〈引用・参考文献〉 

１．青森県教育委員会 2007『西張平遺跡Ⅱ（遺物編）』青森県埋蔵文化財調査報告書第436 集 

２．市川金丸先生古稀を祝う会 2002『海と考古学とロマン』市川金丸先生古稀記念献呈論文集 

 

 

 

③西張平遺跡 
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採用職員の紹介 

（平成22年度と23年度に新採用となった青森県埋蔵文化財調査センターの職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )  

③西張平遺跡出土 

②西張平遺跡出土 

④矢倉遺跡出土 

加藤隆則 文化財保護主事 
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業天唯正 文化財保護主事 
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荒谷伸郎 文化財保護主事 
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最上法聖 文化財保護主事 
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本文の記事は、すべてオリジナル記事です。このメールマガジンは、青森県埋蔵文化財調査センターのウェブサイトにバッ

クナンバーとして登録されます。 

 

青森県公立発掘調査機関連絡協議会 

〒038-0042青森県青森市新城字天田内152-15 

青森県埋蔵文化財調査センター内 

Tel.017-788-5701 Fax．017-788-5702 

maibun-net.あおもり の送信先の変更、ご意見などは、mail@ao-maibun.jpへ 

URL：http//www.ao-maibun.jp/ 
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